男女共同参画情報誌「かたらい」市民編集委員公募選考基準

１　公募委員の役割等
⑴　根拠規定　男女共同参画情報誌「かたらい」（以下「かたらい」という。）編集委員設置要綱（平成１２年５月１９日施行）第２条による公募の委員
⑵　役　　割　小金井市における男女平等を推進するために発行する「かたらい」の企画、編集、取材、執筆等
⑶　任　　期　令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで
⑷　会　　議　任期中、１号につき最大１０回程度の編集会議に出席し、企画、編集、取材、執筆等を行います。なお、会議・取材等に参加した委員に対しては、謝礼を支給します。（１年度で２号発行予定）

２　募集と応募
⑴　募集人員　３人
⑵　応募資格　市内在住、在勤又は在学で令和８年２月２日現在１８歳以上の方
⑶　募集期間　令和８年２月２日から同月２７日まで
⑷　募集方法　市報、市ホームページ、市庁舎等での募集の周知

３　選考方法
　　指定テーマ「私の応募動機」に対する作文を審査し、選考します。

４　応募方法
　　作文「私の応募動機」（８００字以内）に住所・氏名・生年月日・性別・電話番号・メールアドレスを明記し、応募期間に市申込フォーム、直接、郵送又はＦＡＸ（封書は締切日必着）で企画政策課男女共同参画室へ提出。

５　選考基準
　　提出された作文の内容を審査の上、決定します。ただし、次の事項についても
　考慮するものとします。
⑴　選考に当たっては、男女に偏りがないように配慮します。
⑵　より広く市民の意見を聴いて「かたらい」を発行するため、年齢、地域等による偏りは極力避けるようにします。

６　審査
　　提出された作文は、次の各項目を審査し、各項目の得点集計により評価します。
⑴　現状や課題を的確にとらえているか。
⑵　先見性があり、かつ現実的な考えであるか。
⑶　「かたらい」の企画、編集等に必要な知識があるか。
⑷　社会的に公平・中立な立場で企画、編集等を行えるか。
⑸　企画・編集等をまとめる協調性があるか。
※　各項目につき各１０点満点とします。
採用は選考者の合計得点平均が３５点以上の応募者とします。

７　選考委員会
　　公募委員の選考に当たっては、「かたらい」市民編集委員選考委員会を設置し、企
　画財政部長、男女共同参画担当課長、広報秘書課長が選考委員になります。

８　選考結果
　　選考結果については、応募者全員に通知します。
　　なお、応募作文は選考後、直ちに応募者に返却します。

９　その他
　　「かたらい」市民編集委員の公募・選考に関する庶務は、企画財政部企画政策課
　男女共同参画室において処理します。











